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担当者  斎宮跡・文化観光課 文化観光係
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１．報告事項

明和町斎宮跡・文化観光課フェイスブックページの運用について

２．内容

当町においては、平成２５年の伊勢神宮式年遷宮や平成２６年の当町内にお

ける斎宮跡の実物大復元建物の建造などを控えており、町外へ向けて積極的に

明和町をＰＲする必要があります。

フェイスブックを活用し、イベント等の観光情報や文化財の情報など、当町

ならではの魅力を町内外へ伝えるとともに、明和町ファンとの間については、

当該ページを通じて交流を深めるため、当課のフェイスブックページを１２月

１日から正式に運用いたします。

３．参考資料

資料１：明和町斎宮跡・文化観光課 Facebook ページ運用方針

ＵＲＬ：http://www.facebook.com/meiwa.saiku



明和町斎宮跡・文化観光課 Facebookページ運用方針

明和町斎宮跡・文化観光課では、明和町ならではの魅力を積極的に町内外へ伝え、明和

町をＰＲするため、イベントをはじめとする観光情報や文化財の情報などを発信する

Facebookページ（以下「本ページ」）を開設します。

１．アカウント情報等

（１）ソーシャルメディアサービス名：Facebook
（２）アカウント名：明和町斎宮跡・文化観光課

（３）Facebookページ URL：http://www.facebook.com/meiwa.saiku

２．管理者

斎宮跡・文化観光課長

３．運用者

斎宮跡・文化観光課職員

４．投稿及び対応時間

原則として、平日８時３０分から１７時１５分（土日、祝日、年末年始１２月２９日か

ら１月３日を除く）の間に、運用者が不定期で投稿します。ただし、この時間帯以外にも

必要に応じて投稿する場合があります。

なお、明和町をより身近に感じてもらうことを大切にするため、くだけた表現で投稿す

る場合があります。

５．利用方法

（１）利用者は閲覧、投稿など自由に利用することができます。

（２）利用者の投稿に対し、運用者は必要に応じて回答を行います。ただし、すべての投

稿に対して回答することを保証するものではありません。

（３）観光及び文化財に関すること以外のご意見・ご質問は、当町ＨＰの「お問い合わせ・

ご意見」フォームをご利用ください。

６．禁止行為

本ページに投稿するにあたり、下記の事項に該当する行為を禁じます。禁止行為を行っ

た、または行う恐れがあると管理者が判断した場合には、事前に通告することなく投稿の

削除、利用制限等を行う場合があります。

（１）公序良俗に関する内容



（２）本ページの掲載内容に対して著しく乖離する内容

（３）明和町または第三者を誹謗、中傷し、または名誉もしくは信用を傷つける内容

（４）政治活動、選挙活動、宗教活動またはこれらに類似する内容

（５）違法な情報やわいせつな内容

（６）商品、店舗、会社の宣伝など商業目的の内容

（７）明和町または第三者の著作権、肖像権、その他知的財産権を侵害する内容

（８）その他管理者が不適切と判断した内容

７．著作権

本ページに掲載している個々の情報（文章、写真、イラストなど）に関する著作権は明

和町に帰属します。

８．個人情報の取り扱いについて

本ページで取得した個人情報については、「明和町個人情報保護条例」及び明和町ＨＰ「個

人情報保護に関する指針及び著作権について」に準じ、適切に取り扱います。

９．その他

（１）明和町は、本ページの運用を細心の注意を払って行いますが、情報の正確性、完

全性、有用性について保証するものではありません。

（２）明和町は、本ページを利用することで生じた直接・間接的な損失について、いか

なる場合でも一切責任を負わないものとします。

（３）明和町は、本ページの内容及び運用方針について、予告なく変更することがあり

ます。

１０．問い合わせ先

（１） 本ページに関するお問い合わせ

   明和町斎宮跡・文化観光課

    電話：0596-52-7138
（２）行政施策に関するご意見・ご質問

   町ＨＰの「お問い合わせ・ご意見」フォームをご利用ください。

１１．適用

この運用方針は、平成２４年１２月１日から適用します。


